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◆施策の体系（案） 

基本 

方針 
施策の柱 基本施策 個別施策 

１ 
暮らしを支え 

豊かにする 

朝霞らしい 

みどりを 

整える 

1-1 樹林地と農地の保全 

（1） 樹林地・樹木の担保性の向上 
①特別緑地保全地区の指定 ②保護地区・保護樹木制度の運用 ③指定文化財制度の運用 ④公有地化による樹林地の確保 ⑤景観重要樹木の指定 

⑥市民緑地制度等の活用 

（2） 里山保全活動の推進 ①里山保全活動の推進 ②機能維持増進事業の活用 ③里山管理ガイドラインの策定 ④みどりのリサイクルの推進 

（3） 都市農地の保全 ①生産緑地・特定生産緑地制度の運用 ②遊休農地の活用促進 ③景観作物の栽培 ④災害時の都市農地の活用 

1-2 水辺の保全 

（1） 湧水の保全 ①湧水地及び周辺環境の保全 ②雨水浸透貯留の推進 

（2） 河川の保全 ①荒川近郊緑地保全区域における河川環境の保全 ②黒目川・新河岸川・越戸川の環境保全 ③朝霞調整池内の湿地環境の保全 

1-3 公園の整備・管理 

（1） 公園の整備推進 ①身近な公園の適正配置 ②基地跡地公園の整備推進 ③内間木公園の整備推進 ④（仮称）浜崎ふれあい公園整備の検討 

（2） 公園機能の充実 ①公園リニューアル・再編 ②防災機能の充実 ③バリアフリー・インクルーシブデザインの推進 

（3） 公園の維持管理の充実  ①施設の維持管理の充実 ②維持管理性と美観を保つ植栽管理指針の策定 ③公園サポーターの推進 ④みどりのリサイクルの推進【再掲】 ⑤みどり・公園 DX の推進 

1-4 道路・河川のみどりの育成 

（１） 街路樹・並木の整備と管理 ①持続的な植栽の在り方に関する検討 ②街路樹の適正な維持管理 

（２） ウォーカブルな空間整備 ①河川沿いの散策路・親水広場の整備・管理 ②歩道のネットワーク化と管理 ③休息や健康づくりの場の整備 

1-5 
公共施設・民有地のみどりの育

成 

（１） 公共施設のみどりの整備・管理 ①公共施設の緑化と管理 ②維持管理性と美観を保つ植栽管理指針の策定 

（２） 民有地のみどりの整備促進 ①グリーンインフラの多面的効用に資する緑化指導 ②緑化支援制度の運用 ③まちづくり制度を活用したみどりの確保 

２ 
みどりを 

支える 

仕組みや 

担い手を 

育て・広げ・ 

つなげる 

2-1 みどりの担い手の育成と連携 

（１） みどりの担い手の育成 ①プレーパークの推進 ②みどりの講習会等の実施 ③環境学習の実施 ④教育分野における農業体験の促進 ⑤食育の推進 

（２） 担い手の連携の拡充 ①担い手のマッチング ②ボランティア活動団体の交流の促進 ③民間企業等の参画の促進 ④農の担い手の育成 

2-2 
みどりをしなやかに使う 

仕組みづくり 

（１） 公園等を生かしたまちづくり ①公園サポーターの推進【再掲】 ②市民や活動団体による朝霞の森の管理運営  

（2） 多様なニーズに対応するみどりの確保 ①市民農園の推進 ②市民緑地制度等の活用【再掲】 ③公園ごとの利用ルールづくり 

2-3 
みどりの質の向上を誘導し 

評価する仕組みづくり 

（１） みどりのモニタリングの実施 ①グリーンインフラの実態調査の実施 ②市民協働の生き物調査による生物データベースの整備 ③みどりの市民アンケート調査の実施 

（２） みどりの普及啓発の推進 ①グリーンインフラの多面的効用の評価と公表 ②グリーンインフラの多面的効用に資する緑化指導【再掲】 ③地域社会に貢献するみどりづくりの促進 

2-4 みどりの支援体制の強化 

（１） 財源の確保と活用 ①補助金等の活用 ②みどりのまちづくり基金等の運用 ③民間資金の活用 

（２） みどり・公園 DX の推進 ①みどり・公園 DX の推進【再掲】 ②WEB を活用したグリーンインフラの普及啓発 

３ 
みどりのある

暮らしを 

楽しむ 

3-1 
みどりのシティプロモーション

の展開 

（１） みどりに触れ楽しめるイベントの開催 ①みどり空間を活用したイベントの開催 ②里山環境の活用 ③農を通じた交流の場づくり 

（２） 情報発信の強化と充実 ①みどりの情報発信 ②市民イベント情報の集約と発信 

3-2 みどりのある暮らしの実践 

（１） みどりを楽しむ ①家庭での緑化や菜園づくり ②農産物直売施設等の利用 ③地産地消の実践 ④みどりを生かした健康づくり ⑤みどりのイベントへの参加 

（２） みどりのボランティア活動への参加 ①みどりのボランティア活動への参加 ②みどりのリサイクルへの参加 ③みどりに係る講習会への参加 

（３） みどり空間の公開 ①民間のみどりの公開 ②SNS を活用したみどりの交流 

 

施策の方針（案） 令和７年度 第２回 朝霞市緑化推進会議 資料 2 



2 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ① 特別緑地保全地区の指定 実施状況 継続 

方向性 
市内に残されている良好な樹林地等のうち、特に保全が必要なものについて都市緑地法

に基づく特別緑地保全地区制度による樹林地の保全を促進し担保性の向上を図ります。 

内 容 

〇都市緑地法に基づく国の緑地保全制度であり、良好な自然的環境を形成している緑地

を都市計画に定め、建築行為や開発行為を許可制により規制します。 

〇樹林地などの緑地を担保する規制力が強い手法で、現状凍結的に保全する制度です。 

実績 
５地区 2.07ha 

宮戸（0.55ha）、岡（0.43ha）、郷戸（0.41ha）、 

新屋敷（0.30ha）、代官水（0.38ha） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ② 保護地区・保護樹木制度の運用 実施状況 継続 

方向性 
朝霞市緑化推進条例に基づく保護地区・保護樹木制度を適切に運用し、市内の貴重な樹

木や樹林地を保全することで、地域の緑の景観と生態系の維持に貢献します。 

内 容 

〇朝霞市緑化推進条例に基づき、特に保護すべき樹木や樹林地を「保護樹木」や「保護地

区」として指定し、その保全を図る制度です。 

〇「保護地区・保護樹木」に登録されると維持管理にかかる経費の一部を助成するために

年に一回、固定資産税額や指定経過年数に応じて奨励金が交付されます。 

〇かけがえのない緑を将来に残すため、保護地区・保護樹木に指定していただける方を募

集しています。 

【指定基準】                     【交付金額】 

 《保護地区》 

・樹木が集団で生育している土地で、 

その面積が 300 ㎡以上であるもの 

・樹木のある神社または寺院の境内 

・その他市長が特に必要と認めたもの 
 
《保護樹木》 

・高さが１０ｍ以上で、地上１．２mの高さ

における幹の周囲がおおむね１m 以上

であるもの 

・樹形が特に優れているもの 

・その他市長が特に必要と認めたもの 

 《保護地区》 

3 年まで 
指定保護地区に係るこの年度の 

固定資産税相当額の３０％以内の額 

3 年を超え６年まで 
指定保護地区に係るこの年度の 

固定資産税相当額の４０％以内の額 

６年を超えるもの 
指定保護地区に係るこの年度の 

固定資産税相当額の５０％以内の額 
 
《保護樹木》  

3 年まで 樹木１本当たり  １，８００円 

3 年を超え６年まで 樹木１本当たり  ２，４００円 

６年を超えるもの 樹木１本当たり  ３，０００円 
 

 

 

実績 保護地区 42 地区、保護樹木 95 本（令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 みどり公園課 

  

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ③ 指定文化財制度の運用 実施状況 継続 

方向性 

文化財保護法に基づく指定文化財制度を運用し、自然要素を多く含む史跡や天然記念物

などの文化財を適切に保護・活用することで、歴史的・文化的価値のある緑地を保全しま

す。 

内 容 

〇重要文化財旧高橋家住宅、県指定史跡柊塚古墳、広沢の池、二本松などの市指定史跡、

代官水、ナツグミ（根岸台、石原家）、ユズ（根岸台、高橋家）などの市指定天然記念物と

いった、自然要素を多く含む指定文化財の保護と活用に努めます。 

〇樹木の剪定、除草、清掃などにより地域の歴史と自然が調和した景観を維持します 

実 績 
重要文化財・旧高橋家住宅、県指定史跡・柊塚古墳、市指定史跡・広沢の池、二本松、市指

定天然記念物・湧水代官水及びナツグミ（根岸台・石原家）、ユズ（根岸台・高橋家） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 文化財課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ④ 公有地化による樹林地の確保 実施状況 継続 

方向性 
市内に残されている特に保全が必要な樹林地について、市民や専門家の意見を取り入れ、

緑地の価値を判断することで、公有地化による保全を促進し担保性の向上を図ります。 

内 容 
〇市内に残る貴重な樹林地を、市の財産として取得（公有地化）することで恒久的に保護

し、緑地としての機能を維持・向上させることを目指します。 

実 績 

公的緑地 22,546 ㎡ 

宮戸3丁目緑地（78㎡）、宮戸4丁目緑地(396㎡)、根岸台8丁目緑地(4,275㎡)、

（仮称）稲荷山緑地(4,262 ㎡)、向山緑地(70 ㎡)、公団前緑地(49 ㎡)、 

わくわく田島緑地(3,000 ㎡)、朝志ヶ丘緑地(2,443 ㎡)、浜崎黒目わんぱく広場

（1,000 ㎡）、浜崎黒目花広場(2.039 ㎡)、ふれあい花壇(4,934 ㎡) 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 みどり公園課 
  

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ⑤ 景観重要樹木の指定 実施状況 継続 

方向性 
景観法に基づく景観重要樹木の指定を推進し、地域のシンボルとなる樹木や景観上重要

な樹木を保全することで、朝霞らしい美しい都市景観の形成に貢献します。 

内 容 

〇景観法に基づき、地域の良好な景観形成に特に重要な役割を果たす樹木を「景観重要

樹木」として指定し、その保全を図る制度です。 

〇指定の提案があった樹木については、以下の基準を踏まえて、朝霞市景観審議会の審議

を経て、指定すべきと判断されたものについて指定されます。 

（１）地域の良好な景観の形成に重要なものであり、その地域の自然、歴史、文化などか

らみて、景観上の特徴がある樹木 

（２）道路などの公共の場所から誰もが容易に眺め見ることができる樹木 

〇景観重要樹木に指定することにより、安易な損失を防ぎ、将来にわたり持続的な保全を

図ります。 

〇指定されると、各種の補助・優遇措置、専門家による適正な助言を受けることが可能と

なり、適切な保全が担保されます。 

実 績 
第１号 ケヤキ （朝霞市役所庁舎前緑地） 

第２号 ケヤキ （まぼりひがし公園） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 まちづくり推進課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (1) 樹林地・樹木の担保性の向上 

個別施策 ⑥ 市民緑地制度等の活用 実施状況 新規取組検討 

方向性 樹林地等の保全を推進するため、本市において指定実績のない制度活用を検討します。 

内 容 

〇本市において実績のない市民緑地認定制度、市民緑地契約制度、緑地保全地域制度、管

理協定制度、緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度、都市緑化支援機構制度、自然

共生サイト制度等について、制度活用に向けた検討を進めます。 

対応指針  

 

関係者 行政、地権者、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 

2 

1-9) 1-8) 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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表 今後活用を検討する緑地保全制度の概要 

制度名 概要 主な要件 メリット（支援措置） 

市民緑地 

認定制度 

土地所有者等からの申請に基づ

き、地方公共団体が市民が利用で

きる緑地として認定する制度。公

開による緑地の保全・活用を促進。 

都市計画区域内または準都

市計画区域内の土地。面積

原則 100 ㎡以上（屋上等は

20 ㎡以上）。10 年以上の

公開期間。良好な景観・環境

保全に資する緑地であるこ

と。 

相続税評価額 2 割減（認定期

間 20 年以上の場合）、固定資

産税・都市計画税非課税（無償

公開の場合）。緑化地域内の緑

化施設設置義務の対象外とな

る場合がある。 

市民緑地 

契約制度 

地方公共団体または「みどり法人」

が土地所有者と契約し、市民が利

用できる緑地（市民緑地）を設置・

管理する制度。私有地の緑地活用

を促進。 

都市計画区域内の 300 ㎡

以上の土地、人工地盤等が

対象。契約期間 5 年以上。 

管理負担の軽減、相続税評価額

2 割減（20 年以上契約等）、固

定資産税・都市計画税非課税

（無償貸付の場合）、社会資本

整備総合交付金の対象。 

緑地保全 

地域制度 

都市近郊の比較的規模の大きい緑

地を都市計画として指定し、緩や

かな行為規制により保全する制

度。無秩序な市街化を抑制。 

無秩序な市街化防止や生活

環境確保のために保全が必

要な緑地。都道府県または

市が都市計画決定。建築等

に届出が必要。 

管理協定制度や市民緑地制度

との併用による管理負担軽減

や緑地活用。 

管理協定 

制度 

特別緑地保全地区、緑地保全地域、

または近郊緑地保全区域内の土地

所有者と地方公共団体等が協定を

結び、土地所有者に代わって緑地

の管理を行う制度。 

特別緑地保全地区等内の土

地が対象。有効期間 5 年以

上 20 年以下。相続税 2 割

評価減には 20 年以上の貸

付等が必要。 

管理負担の大幅軽減、相続税評

価額最大 4 割減（特別緑地保

全地区で 20 年以上貸付等）、

社会資本整備総合交付金の対

象。 

緑地保全・ 

緑化推進 

法人 
(みどり法人) 

制度 

NPO 法人やまちづくり会社など

の民間団体を市区町村が指定し、

公的な緑化の担い手として活動を

促す制度。 

市区町村長が指定。一般社

団・財団法人、NPO 法人、

緑化推進を目的とする会社

など。 

民間団体が公的な位置づけを

得て、緑地保全活動を展開しや

すくなる。市民緑地や管理協定

の主体となることが可能。 

都市緑化 

支援機構 

制度 

国土交通大臣が指定した全国で一

つの法人が、財政難の自治体に代

わり特別緑地保全地区等の土地買

入れを機動的に行う制度。 

国土交通大臣が全国で一つ

の法人を指定。主な業務は

土地の買入れ、管理・機能維

持、資金貸付など。 

自治体の財政状況に左右され

ず、貴重な緑地を迅速に確保。

専門的知見に基づく緑地の維

持管理。優良緑地確保計画認定

事業者への資金貸付。 

自然共生 

サイト 

制度 

民間の取組によって生物多様性の

保全が図られている区域を国が認

定する制度。「30by30」目標達成

の柱の一つ。令和 7 年 4 月より

「地域生物多様性増進法」に基づ

き法制化。 

企業、NPO、個人、自治体

などが管理する生物多様性

保全に貢献する区域。環境

大臣が認定。 

自然公園法など関連法規の手

続きのワンストップ化・簡素

化。認定によるブランド価値向

上。支援者とのマッチング、支

援証明書の発行、専門センター

の利用。 
  



6 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (2) 里山保全活動の推進 

個別施策 ① 里山保全活動の推進 実施状況 継続 

方向性 

特別緑地保全地区などの里山環境において、ボランティア団体との協働により、枯損木の

処理、間伐、除草、清掃活動などを継続的に実施し、良好な里山環境の維持と再生を推進

します。 

内 容 

〇里山は、多様な生物が生息する豊かな生態系を持ち、市民の憩いの場としても重要な役

割を担っています。この活動は、市民ボランティアの協力を得て、里山の健全な状態を保

つための手入れを行うものです。これにより、生物多様性の保全、景観の維持、そして市

民の環境意識の向上に寄与します。 

実 績 
・３つの特別緑地保全地区（宮戸、岡、郷戸）において里山保全活動を実施 

・樹木定期点検の実施（令和 6・7 年度） 

・里山維持のための枯損木等の伐採及び剪定（令和 7 年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (2) 里山保全活動の推進 

個別施策 ② 機能維持増進事業の活用 実施状況 新規取組検討 

方向性 
社会資本整備総合交付金を活用し、樹林更新のための伐採等にかかる費用の補助を受

け、里山や樹林地の機能維持・増進を図り、持続可能な緑地管理体制を構築します。 

内 容 

〇樹林地や里山の健全な維持には、適切な時期の伐採や間伐、植え替えなどの手入れが

不可欠です。この事業は、これらの管理にかかる費用の一部支援を受けることで、計画

的な管理を推進するものです。 

〇これにより、緑地の防災機能や生態系機能の維持・向上を目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

  

2 1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (2) 里山保全活動の推進 

個別施策 ③ 里山管理ガイドラインの策定 実施状況 新規取組検討 

方向性 

里山管理ガイドラインを策定し、適切な管理手法を明確にすることで、市民ボランティ

アや関係者が一貫性のある効果的な保全活動を行えるよう支援し、里山環境の質を向

上させます。 

内 容 

〇里山の生態系を健全に保ち、その多面的な機能を最大限に引き出すためには、科学的

根拠に基づいた管理が必要です。 

〇ガイドラインでは、間伐の時期や方法、外来種対策、生物多様性への配慮など、具体的な

管理手法を提示します。 

〇これにより、管理活動の効率化と質の向上を図り、持続可能な里山保全を実現します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (2) 里山保全活動の推進 

個別施策 ④ みどりのリサイクルの推進 実施状況 新規取組検討 

方向性 

落葉利用や剪定枝等のリサイクルを検討・推進することで、緑地管理から発生する資源

の有効活用を図り、循環型社会の形成に貢献するとともに、環境負荷の低減を目指し

ます。 

内 容 

〇公園や街路樹の管理で発生する落葉や剪定枝は、これまで廃棄物として処理されてきま

したが、これらを堆肥化したり、薪として利用したりすることで、資源として再活用しま

す。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 
剪定枝等のチップ化や間伐材の再利用について検討、近隣市との連携も検討 

  

2 1-10) 
避難地 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-1) 
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施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (3) 都市農地の保全 

個別施策 ① 生産緑地・特定生産緑地制度の運用 実施状況 継続 

方向性 

2015 年 4 月に都市農業振興基本法が施行され、都市部の農地は「宅地化すべき土

地」から「あるべき土地」へと位置づけが変わりました。生産緑地制度および特定生産

緑地制度の運用により、都市部における貴重な農地を保全し、食料供給、防災、景観形

成といった農地の持つ多面的な機能の保全を図ります。 

内 容 

〇生産緑地制度は、市街化区域内の農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成と農

業の継続を目指す都市計画制度です。指定した場合固定資産税などの税優遇が受けら

れますが、農地としての管理義務が生じ、30 年が経過すると市への買取り申出が可能

になります。 

〇特定生産緑地制度は、生産緑地指定から 30 年経過後も、買取り申出期間を 10 年間延

長し、税優遇を継続する制度です。この指定を行わないと、固定資産税が段階的に宅地

並み課税に移行するとともに、相続税等の納税猶予が打ち切られる可能性があります。 

〇朝霞市では、条例で指定面積要件を 500m²以上から 300m²以上に引下げ、より多く

の農地が生産緑地として指定可能になりました。 

実 績 ・生産緑地 ２１４地区 約 64.20ha （令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (3) 都市農地の保全 

個別施策 ② 遊休農地の活用促進 実施状況 継続 

方向性 遊休農地の発生防止、遊休農地の解消に取り組むことにより、農地の保全を図ります。 

内 容 

〇農業委員会が地域の農地利用状況を確認し、遊休農地の発生防止や違反転用を防止す

るために行う農地パトロールを実施します。 

〇農地は所有者の高齢化や後継者不足により耕作放棄地となるリスクがあります。農地の

貸借を促進することで、意欲ある担い手への農地の集積や新規就農者の参入を支援し

ます。 

〇農地は、郷土景観の形成、雨水の浸透機能、遊水機能等の面から重要な役割を果たして

いることから、今後も保全に努めます。 

実 績 
・市街化調整区域内の農地面積 124.86ha（令和 2 年） 

・農地利用最適化推進活動実施 120 日（令和 6 年度） 

・遊休農地解消率 85％（令和 6 年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 産業振興課・農業委員会 
  

1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (3) 都市農地の保全 

個別施策 ③ 景観作物の栽培 実施状況 継続 

方向性 
肥沃な耕土の流出・飛散を防ぐため、休耕期における緑肥・景観形成作物の植栽を促

進します。 

内 容 
〇農家を対象に緑肥・景観作物の種子を配布することで、農地の保全や遊休農地の有効活

用を図ります。 

実 績 ・緑肥・景観作物種子の配布 48 戸 1,328 アール （令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 産業振興課 

 

 

施策の柱 1-1 樹林地と農地の保全 基本施策 (3) 都市農地の保全 

個別施策 ④ 災害時の都市農地の活用 実施状況 継続 

方向性 
都市農地が持つ災害時の防災機能を活用することで、地域の防災力向上に貢献し、市民の

安全・安心な暮らしを支えます。 

内 容 

〇都市農地は、災害時に一時的な避難場所や物資の集積場所、あるいは延焼防止帯として

の役割を果たすことが期待されます。また、雨水浸透機能により、都市型洪水の抑制に

も寄与します。 

〇これらの多面的な防災機能を市民に周知し、災害時における農地の活用方法について

啓発を行い、農地の保全を促進します。 

〇防災協力農地は、農家が所有する農地について、農家や農家の同意を得たＪＡなどが地

方自治体と災害発生時の避難空間、仮設住宅建設用地等として利用する内容の協定・登

録等を自主的に実施する取組をいいます。生産緑地・特定生産緑地の指定時に、防災協

力農地の協定締結を促すなど、防災協力農地の拡大に努めます。 

実 績 ・青葉台農園を防災協力農地に指定 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者 担当課 危機管理室・産業振興課 

 

  

3 
楽しむ指針 

1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

1-10) 
避難地 

1-6) 
農業活動 
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施策の柱 1-2 水辺の保全 基本施策 (1) 湧水の保全  

個別施策 ① 湧水地及び周辺環境の保全 実施状況 継続 

方向性 
広沢の池、代官水などの湧水地を適切に管理し、周辺の森林や農地の保全、透水性舗装や

浸透桝等の設置促進を通じて、湧水源の涵養を促進し、湧水環境の保全を図ります。 

内 容 

〇湧水地本体だけでなく、その水源となる周辺の森林や農地、さらには雨水浸透を促す透

水性舗装の推進など、広域的な視点での保全活動を行います。これにより、湧水の水量

と水質の維持を図ります。 

〇灌漑（かんがい）用水等に利用された「広沢の池」、江戸時代には地域に利用されてきた

「湧水代官水」、豊富な湧水量を誇る岡特別緑地保全地区内の 2 箇所の湧水地につい

て、保全を図るとともに、池の周辺にある樹木を適切に管理し緑地保全に努めます。 

〇市内には上記を含め、20 箇所以上の湧水地が確認されています。湧水地は地域の貴

重な自然資源であり、生態系の維持や景観形成に重要な役割を果たします。湧水地とこ

れを取り巻く自然的環境の重要性を市民に普及啓発するとともに、土地所有者の理解

を得ながら保全に努めます。 

〇湧水の涵養域となる周辺の森林や農地などの自然的被覆の保全、さらには雨水浸透を

促す浸透桝や透水性舗装の設置推進など、広域的な視点での保全活動を行います。これ

により、湧水の水量と水質の維持を図ります。 

実 績 
・市指定史跡として「広沢の池」を保全 

・特別緑地保全地区・市指定天然記念物として「湧水代官水」を保全 0.38ha 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者、市民 担当課 みどり公園課・文化財課・環境推進課 

 

  

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-2) 1-1) 



11 

 

 

施策の柱 1-2 水辺の保全 基本施策 (1) 湧水の保全  

個別施策 ② 雨水浸透貯留の推進 実施状況 継続 

方向性 
雨水浸透貯留施設等の設置指導や補助金制度の活用を通じて、雨水の地下浸透・貯留を

推進することで、湧水源の涵養、都市型洪水の抑制、そして水循環の健全化を図ります。 

内 容 

〇都市化により雨水が地面に浸透する面積が減少し、下水道施設や河川への負担が大き

くなっています。また、近年の台風や集中豪雨の増加に伴い内水被害が発生しており、

河川や下水道整備とともに、各施設に雨水流出を抑制する浸透・貯留施設を設置するこ

とが重要となっています。 

〇朝霞市では「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、５００平方メ

ートル以上の開発を行う際に、事業者が雨水流出抑制施設（浸透・貯留施設等）の設置を

推進しています。５００平方メートル未満については、浸透ますの設置をお願いしていま

す。 

〇朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助制度は、「環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普

及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への

流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備機器を設置した方に対して、予算の範囲内にお

いて、設置費の一部を補助する」という制度です。 

〇雨水の浸透は、水害抑制とともに湧水涵養にも貢献していることから、これらの取り組

みにより、雨水浸透量を増やすことにより、湧水の保全も図っていきます。 

実 績 

■第 2 次朝霞市環境基本計画より 

・開発事業件数に対する雨水流出抑制施設設置割合 100%（令和 6 年度） 

・公共施設等雨水貯留浸透施設設置箇所数 12 箇所（令和６年度） 

・雨水貯留槽設置費補助延べ件数 ３１件（令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、開発事業者、市民 担当課 環境推進課・下水道施設課・開発建築課 

 

施策の柱 1-2 水辺の保全 基本施策 (2) 河川の保全  

個別施策 ①荒川近郊緑地保全区域における河川環境の保全 実施状況 継続 

方向性 
荒川クリーンエイド実施などにより、荒川近郊緑地保全区域における河川環境の保全を図

ります。 

内 容 

〇荒川は、朝霞市の重要な水辺空間であり、広域的な生態系ネットワークの一部を形成し

ています。市民、行政、関係機関が連携し、清掃活動や環境学習を通じて、河川の美化と

水質保全に努めます。これにより、荒川の自然環境を保護し、市民が水辺に親しめる空

間を維持します。 

実 績 
・荒川近郊緑地保全区域 約９８ｈａ  

・荒川クリーンエイド（荒川河川敷不法投棄物一斉撤去）実施  
参加者１４名 ゴミ回収：３２０㎏（令和 6 年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 環境推進課 

  

2 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-2 水辺の保全 基本施策 (2) 河川の保全  

個別施策 ② 黒目川・新河岸川・越戸川の環境保全 実施状況 継続 

方向性 
黒目川、新河岸川、越戸川の環境保全活動を継続し、生態系に配慮した河川整備、外来

種対策、市民参加による清掃活動などを通じて、水辺の環境と景観を向上させます。 

内 容 

〇黒目川、新河岸川、越戸川は、市民の生活に密接に関わる身近な水辺空間です。 

〇水と緑のネットワーク形成、多様な生物の生息・生育空間の形成の基軸となる新河岸川

や黒目川等において、生態系に配慮した河川整備、市民、県、関係機関と連携・協力した

野生動植物の保護対策、外来種対策、環境学習等を進めます。 

〇朝霞市景観計画に基づき、黒目川の景観をはじめ、河川の自然環境、周辺の斜面林、農

地や桜並木を保全します。 

〇黒目川において河川の美化を図り、憩いの場としての環境を整えるとともに、参加者や

地域の連帯感を育んでいくため、市民による清掃活動を推進します。 

実 績 

・昭和６１年より、朝霞市コミュニティ協議会加盟会員、一般市民や小中学生が参加し、黒目

橋から花の木橋の土手沿いのゴミを拾い集める。 

・きれいなまちづくり運動実施（春・秋の年 2 回） 
・環境美化活動功労者表彰 
・黒目川沿川の一部を景観づくり重点地区に指定 
・河川管理者である県に対し河川の適正な維持管理等に関する要望書を毎年提出 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 
道路整備課・地域づくり支援課・ 

環境推進課・まちづくり推進課 

 

 

施策の柱 1-2 水辺の保全 基本施策 (2) 河川の保全  

個別施策 ③ 朝霞調整池内の湿地環境の保全 実施状況 継続 

方向性 

朝霞調整池内の湿地環境において、国や市民団体と協力し、希少な湿地植物であるト

ダスゲなどの保護活動を支援することで、動植物の生息環境を保全し、自然観察地と

しての活用を検討します。 

内 容 

〇朝霞調整池は、多様な生物が生息する貴重な湿地環境です。特に、絶滅危惧種であるト

ダスゲの保全活動は、生物多様性の維持に不可欠です。市民団体との協働により、湿地

の生態系を保護し、将来的には自然観察会などを開催することで、市民が湿地の重要性

を学び、自然に親しむ場として活用することを目指します。 

実 績 ・ボランティア団体による朝霞調整池トダスゲ保護区の手入れ作業の実施 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

  

  

3 
楽しむ指針 

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (1) 公園の整備推進  

個別施策 ① 身近な公園の適正配置  実施状況 継続 

方向性 身近な公園が不足する地域の解消を目指し、住区基幹公園の整備を推進します。 

内 容 

〇市民が日常的に利用できる身近な公園は、健康増進やコミュニティ形成に不可欠です。

特に公園が不足している地域では、既存の土地を有効活用し、効率的に公園を整備しま

す。 

〇小規模な公園に特色を持たせることにより、利用者が目的によって公園を選び、楽しめ

る環境をつくっていくため、小学校区の範囲を考慮し、地域住民の意見を取り入れなが

ら、遊具のある公園、ボール遊びのできる広場のある公園、生物多様性や景観に配慮し

たみどり豊かな公園等、個々の公園が担う機能を具体化し、特色づくりを進めます。 

〇マンション等の開発に伴い設置、提供される公園・児童遊園地について、地域住民にとっ

て利用しやすいものとなるよう検討します。 

実 績 
・まぼりひがし公園の整備、リニューアルオープン（令和 6 年度） 

・みやど公園の整備、供用開始 （令和 7 年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者、開発事業者 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (1) 公園の整備推進  

個別施策 ② 基地跡地公園の整備推進 実施状況 継続 

方向性 
旧基地跡地における公園整備を推進することで、大規模な緑地空間を創出し、市民の

レクリエーション・交流拠点として、また都市の防災拠点としての機能を強化します。 

内 容 

〇平成24年に開設した基地跡地暫定利用広場「朝霞の森」は、「使いながらつくる、つくり

ながら考える」広場として、市民参加によって利用ルールをつくり、市民中心の管理運営

に取り組んでおり、今後も取組を継続します。 

〇また、平成 27 年 12 月に見直しが行われた「朝霞市基地跡地利用計画」に沿って“次の

朝霞”のための“憩いと交流の拠点”の形成をめざし、基地跡地に残された緑地につい

て、隣接する既存公園と連携した「みどりの拠点ゾーン」として整備を推進します。 

実 績 ・朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画〔改訂版〕の策定（平成３０年４月） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 

1-8) 1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 

1-8) 1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (1) 公園の整備推進  

個別施策 ③ 内間木公園の整備推進 実施状況 継続 

方向性 
内間木公園の整備を推進することで、地域の特性を活かした公園づくりを行い、市民

の憩いの場、レクリエーションの場としての魅力を高めます。 

内 容 

〇内間木地域には公園が少なく、遊具や広場などで安全に遊べる空間が不足しています。 

〇市民の意見も取り入れながら、遊具の設置、広場の整備、植栽の充実などを行い、あら

ゆる世代が楽しめる公園を目指します。 

実 績 ・内間木公園拡張整備基本構想の策定（令和６年３月） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (1) 公園の整備推進 

個別施策 ④ （仮称）浜崎ふれあい公園整備の検討 実施状況 継続 

方向性 （検討中） 

内 容 

〇規模の大きな公園が少ない市の北部地域・西部地域においてレクリエーション等の拠点

となる公園を確保するため、（仮称）浜崎ふれあい公園整備を検討します。 

〇現状は部分的に公有地化した区画の有効活用を図るため、市民農園やドックランが整備

され開放されています。 

〇周辺地域は農地が比較的連担して分布しており、農業景観が広がるほか、「わくわくどー

む」と「はあとぴあ」、「地場農産物直売所」、「児童支援発達センター」が近接し、黒目川の

遊歩道へもアクセスが良い立地にあります。農業景観やこれらの近隣施設の機能を活か

すことなども踏まえ、市民ニーズに応える整備を検討します。 

実 績  

対応指針 

 
関係者 行政、地権者、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 

1-8) 1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 1-8) 

1-7) 
健康づくり 

1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (2) 公園機能の充実  

個別施策 ⓵ 公園リニューアル・再編 実施状況 継続 

方向性 
老朽化した公園のリニューアルや再編を継続的に検討し、地域住民のニーズや利用状

況に応じた機能強化を図ることで、公園の魅力を高め、利用促進に繋げます。 

内 容 

〇公園施設の老朽化は、利用者の安全性の問題だけでなく、公園の魅力低下にも繋がりま

す。遊具の更新、広場の再整備、休憩施設の充実など、公園全体の機能を見直し、より快

適で安全な空間を提供します。 

〇これにより、公園が地域コミュニティの拠点として、再び活気を取り戻すことを目指しま

す。 

実 績 ・滝の根公園 木製遊具一部更新（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (2) 公園機能の充実  

個別施策 ② 防災機能の充実 実施状況 継続 

方向性 

朝霞市地域防災計画に基づき、公園への防災施設の設置を検討し、災害時に避難場所

や物資集積拠点として機能する公園づくりを進めることで、都市の防災力を強化しま

す。 

内 容 

〇防災機能を持った公園の充実を図るため、朝霞市地域防災計画に基づき、指定避難場

所と公園との位置関係や公園の規模を考慮しながら、公園に整備する必要のある防災

施設の設置について検討します。 

〇公園は、広大なオープンスペースであるため、災害時には重要な役割を担います。指定

避難場所としての機能に加え、防災倉庫の設置、かまどベンチの導入、非常用トイレの整

備などを検討します。 

〇公園の新設時には、防災機能を整備することを検討します。 

実 績 
・まぼりひがし公園にかまどベンチ、マンホールトイレ整備（令和６年度） 
・みやど公園にかまどベンチ、マンホールトイレ整備（令和７年度） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課・危機管理室 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 

1-8) 1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

2 1-10) 
避難地 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (2) 公園機能の充実  

個別施策 ③ バリアフリー・インクルーシブデザインの推進 実施状況 継続 

方向性 

バリアフリー対応の公園施設（多機能トイレ含む）を積極的に推進し、新規および改修

公園にはユニバーサルデザインを導入することで、誰もが安全で快適に利用できる公

園環境を整備します。 

内 容 

〇年齢、性別、障がいの有無に関わらず、すべての市民が公園を自由に利用できる環境を

整備します。段差の解消、手すりの設置、多機能トイレの導入、インクルーシブ遊具の設置

などを通じて、公園のアクセシビリティと利用のしやすさを向上させます。これにより、

公園が多様な人々にとって開かれた交流の場となることを目指します。 

〇公園の整備・再整備では、設計段階から、地域住民、こどもからお年寄り、身障者など

様々な立場の方に意見やアイデアを伺い、だれもが利用しやすい、遊びやすい公園づく

りを推進します。 

実 績 
・まぼりひがし公園にインクルーシブ遊具設置（令和６年度） 
・みやど公園にインクルーシブ遊具設置（令和７年度） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (3) 公園の維持管理の充実   

個別施策 ① 施設の維持管理の充実 実施状況 継続 

方向性 
公園施設の安全点検を徹底し、「公園施設長寿命化計画」に基づき計画的な修繕・更新

を行うことで、施設の安全性を確保し、長期的な利用を可能にします。 

内 容 

〇公園の遊具や施設は、経年劣化により安全性が低下する可能性があります。定期的な点

検と、計画的な修繕・更新を行うことで、事故を未然に防ぎ、市民が安心して公園を利用

できる環境を維持します。 

〇これにより、施設の運用寿命を延長し、維持管理コストの最適化も図ります。 

〇市民の多様なニーズに対して円滑な対応ができる体制を整えることで、行政サービスを

向上させるため、本市では都市公園の一部に指定管理者を導入しています。今後も、指

定管理者制度の適切な運用により、サービス向上に努めます。 

実 績 ・朝霞市公園施設長寿命化計画を策定（令和６年度、計画期間：令和７年から令和１６年） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (3) 公園の維持管理の充実   

個別施策 ② 維持管理性と美観を保つ植栽管理指針の策定 実施状況 新規取組検討 

方向性 
公園や公共施設における植栽管理指針を策定し、維持管理の効率化と美観の維持を

両立させることで、質の高い緑地空間を創出し、長期的な健全性を確保します。 

内 容 

〇植栽は、公園や公共施設の景観を形成する重要な要素ですが、適切な管理がなければそ

の魅力は損なわれます。 

〇「維持管理性と美観を保つ植栽管理指針」では、樹種の選定、剪定方法、病害虫対策、水

やりなど、具体的な管理基準を定めます。 

〇これにより、管理作業の標準化を図り、コストを抑えつつ、年間を通じて美しい緑地空間

を維持することを目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (3) 公園の維持管理の充実   

個別施策 ③ 公園サポーターの推進 実施状況 継続 

方向性 

公園管理団体（通称：公園サポーター）制度を推進し、市民ボランティアによる公園の

清掃、花壇の手入れ、見守り活動などを促進することで、市民と協働による公園管理

体制を強化し、公園への愛着を醸成します。 

内 容 

〇公園サポーターは、地域住民が主体となって公園の維持管理に参加する制度です。これ

により、公園の美化だけでなく、利用者の安全確保や、地域コミュニティの活性化にも貢

献します。 

〇市は、サポーターへの情報提供や活動支援を行い、市民と行政が一体となった公園づく

りを進めます。 

実 績 ・１７団体へ苗木や作業に必要な道具を提供（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (3) 公園の維持管理の充実   

個別施策 ④ みどりのリサイクルの推進【再掲】 実施状況 新規取組検討 

方向性 
公園管理で発生する落葉や剪定枝等のリサイクルを推進することで、資源の有効活用

を図り、環境負荷の低減と循環型社会の形成に貢献します。 

内 容 
〇公園から出る落葉や剪定枝は、堆肥化や薪としての利用など、様々な形で再活用が可能

です。これにより、廃棄物処理量の削減と、新たな資源の創出を目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 

3 
楽しむ指針 

2 1-8) 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-1) 
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施策の柱 1-3 公園の整備・管理 基本施策 (3) 公園の維持管理の充実   

個別施策 ⑤ みどり・公園 DX の推進 実施状況 新規取組検討 

方向性 

公園台帳のデジタル化検討や、公園案内・イベント情報周知等に DX（デジタルトランス

フォーメーション）を活用することで、公園管理の効率化と市民への情報提供の充実を

図ります。 

内 容 

〇デジタル技術を活用することで、公園施設の管理状況を一元的に把握し、効率的な修繕

計画や維持管理が可能となります。 

〇公園の利用状況やイベント情報をリアルタイムで市民に提供することで、公園の利便性

を向上させ、利用促進に繋げます。これにより、スマートな公園管理と市民サービスの向

上を目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 
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施策の柱 1-4 道路・河川のみどりの育成 基本施策 (1) 街路樹・並木の整備と管理  

個別施策 ① 持続的な植栽の在り方に関する検討 実施状況 継続 

方向性 
シンボルロードの緑地管理計画の検討を含め、持続的な植栽のあり方について検討す

ることで、街路樹や並木の健全な育成と、長期的な維持管理の効率化を図ります。 

内 容 

〇令和 2 年にオープンしたシンボルロードは、みどり豊かな憩いの場として多くの市民に

利用されています。一方で樹木の老木化や過密化など緑地管理上の課題への対応が求

められています。 

〇シンボルロードにおいては、専門家と市民の参加によるワークショップが開催され、「利

活用」と「管理」の視点からルールづくりなど検討が進められてきました。 

〇令和 6 年度には樹木医と管理に携わる市民による勉強会が開催され、シンボルロード

の緑地管理の方向性が示されました。 

〇この緑地管理の方向性では、「次世代につなげる新しい里山（朝霞スタイル）」を理念と

し、これを実現するための緑地管理計画を策定することが位置付けられました。 

また、この緑地管理計画は、「ビジョン（目指す姿）を考える」、「ゾーンの目標植生を考え

る」、「ゾーンごとの作業計画をつくる」、「作業を担当する役割分担を決める」、「作業計

画に基づき実行する」、「見直しの体制を整える」の構成によるもので、シンボルロードの

緑地管理を進める上での指針と位置付けられました。 

実 績 ・シンボルロード管理運営を考える会議を開催 計１２回 （令和６年度時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

施策の柱 1-4 道路・河川のみどりの育成 基本施策 (1) 街路樹・並木の整備と管理  

個別施策 ② 街路樹の適正な維持管理 実施状況 継続 

方向性 
街路樹管理計画の策定検討を含め、街路樹の適正な維持管理を継続することで、安全

で美しい街路景観を保ち、都市の緑化推進に貢献します。 

内 容 

〇街路樹は、都市の緑化に大きく貢献する一方で、適切な管理がなければ、通行の妨げや

倒木の危険性、落葉による苦情などが発生する可能性があります。計画的な剪定、病害

虫対策、生育環境の改善などを行うことで、街路樹の健全な成長を促し、安全で快適な

道路空間を確保します。 

〇街路樹の適正な整備と維持管理を行うため、街路樹の配置や老朽度の調査を実施する

とともに、街路樹管理に関する計画の策定について検討し、道路の幅員構成、周辺環境

等の状況を踏まえ、街路樹を適切に管理します。 

〇事業中の都市計画道路について、人と環境にやさしい道路づくりを目指すとともに、街

路樹の整備等の緑化を進めます。また、地域住民との協働による植樹帯や花壇の維持管

理についても検討を進めます。国道 254 号、県道について植栽整備の働きかけを行い

ます。 

実 績 ・植樹帯の除草や街路樹の剪定等を実施 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 道路整備課 
  

2 1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
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3 
楽しむ指針 

2 

1-10) 
避難地 

1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 1-1) 



20 

 

 

施策の柱 1-4 道路・河川のみどりの育成 基本施策 (2) ウォーカブルな空間整備 

個別施策 ① 河川沿いの散策路・親水広場の整備・管理 実施状況 継続 

方向性 
黒目川・新河岸川沿いを中心に、散策路や親水広場の整備・管理を継続することで、市

民が水辺に親しみ、憩い、健康増進を図れるウォーカブルな空間を創出します。 

内 容 

〇ベンチや休憩スペースを適正に配置します。これにより、ウォーキングやジョギング、自

然観察など、多様な活動を促進し、市民の健康的なライフスタイルを支援します。 

〇朝霞市景観計画に基づき、黒目川の景観をはじめ、河川の自然環境、周辺の斜面林、農

地や桜並木を保全します。 

実 績 
・黒目川沿川の一部を景観づくり重点地区に指定 
・黒目川花まつりの実施にあわせ、桜並木に提灯や灯篭等を設置 

対応指針 

 

関係者 行政、企業 担当課 
まちづくり推進課・みどり公園課・ 

道路整備課 

 

 

施策の柱 1-4 道路・河川のみどりの育成 基本施策 (2) ウォーカブルな空間整備 

個別施策 ② 歩道のネットワーク化と管理 実施状況 継続 

方向性 
歩道のネットワーク化と適切な管理を継続することで、市民が安全かつ快適に移動で

きる歩行空間を確保し、都市の回遊性を高めます。 

内 容 

〇歩道は、市民の日常生活における重要なインフラです。段差の解消、舗装の改善、適切な

幅員の確保、そして街路樹との調和を図ることで、高齢者や障害者など、誰もが安心し

て利用できる歩行空間を整備します。これにより、公共交通機関へのアクセス向上や、ま

ちなか散策の促進が期待できます。 

実 績 ・バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した歩道の用地取得や整備 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 道路整備課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 

1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 

1-3) 
温暖化防止 

1-2) 

3 
楽しむ指針 

2 1-7) 
健康づくり 

1-2) 



21 

 

 

施策の柱 1-4 道路・河川のみどりの育成 基本施策 (2) ウォーカブルな空間整備 

個別施策 ③ 休息や健康づくりの場の整備 実施状況 継続 

方向性 

まちなかベンチ、ポケットパーク、健康遊具の設置などを通じて、市民が気軽に休息し

たり、健康づくりに取り組んだりできる場を整備することで、都市の快適性と市民の健

康増進を図ります。 

内 容 

〇ウォーカブル推進都市として、都市空間における駅前や商業施設周辺、公園の入口など

にベンチを設置します。 

また、公園には健康遊具を計画的に配置し、高齢者を中心に気軽に運動できる機会を提

供します。 

〇市内に設定された散策路、散歩コース等を考慮しながら、計画的に健康器具系施設の配

置を進めます。市民や事業者からの寄付等による健康器具系施設の設置を検討します。 

実 績 ・まちなかベンチの設置 ２１箇所（令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 
まちづくり推進課・みどり公園課・ 

道路整備課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-7) 
健康づくり 
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施策の柱 1-5 公共施設・民有地のみどりの育成 基本施策 （1） 公共施設のみどりの整備・管理 

個別施策 ① 公共施設の緑化と管理 実施状況 継続 

方向性 
市役所、保育園、公民館、学校など、様々な公共施設の緑化を推進し、その適切な管理

を行うことで、良好な景観形成、夏の暑さ対策などを進めます。 

内 容 

〇公共施設の敷地内、壁面、屋上など、様々な場所での緑化を進めます。これにより、ヒー

トアイランド現象の緩和、省エネルギー効果、そして景観の向上を図ります。また、緑化さ

れた空間は、市民の憩いの場や、環境教育の場としても活用できます。適切な維持管理

により、緑の健全な成長を促します。 

〇花と緑にあふれた魅力的でうるおいあるまちをつくっていくため、駅前広場や道路、公

園、公共施設等に花壇を整備し、草花や植栽で飾るとともに、市民協働による花壇管理

を推進します。 

〇町内会やボランティア団体等と協力して、道路や駅前広場の花壇・プランターの維持管

理、道路清掃等の維持管理を推進します。 

実 績 
・内間木支所や総合体育館の壁面緑化 
・朝霞駅南口原動機付自転車駐車場の屋上緑化 111.0 ㎡ 
・きれいなまちづくり運動への参加 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 各公共施設所管課 

 

 

施策の柱 1-5 公共施設・民有地のみどりの育成 基本施策 （1） 公共施設のみどりの整備・管理 

個別施策 ② 維持管理性と美観を保つ植栽管理指針の策定 実施状況 新規取組検討 

方向性 
公共施設における植栽管理指針を策定し、維持管理の効率化と美観の維持を両立さ

せることで、質の高い緑地空間を創出し、長期的な健全性を確保します。 

内 容 

〇公共施設の植栽は、その地域の景観づくりを先導する重要な役割を果たします。 

〇一方、植栽から長い時間が経過することで、植栽の過密化や老木化などの問題が生じ、

管理面での対応が困難な状況が生じます。 

〇この指針では、樹種の選定、剪定方法など、具体的な管理基準を定めます。 

〇これにより、管理作業の標準化を図り、コストを抑えつつ、年間を通じて美しい緑地空間

を維持することを目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 
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施策の柱 1-5 公共施設・民有地のみどりの育成 基本施策 （2） 民有地のみどりの整備促進 

個別施策 ① グリーンインフラの多面的効用に資する緑化指導 実施状況 新規取組検討 

方向性 

開発事業等における緑化指導において、グリーンインフラの多面的効用（防災、環境、

景観など）を考慮した緑化を促進することで、都市のレジリエンス向上と持続可能なま

ちづくりに貢献します 

内 容 

〇グリーンインフラとは、自然が持つ多様な機能を社会の課題解決に活用する考え方で

す。開発事業における緑化指導では、単なる緑化面積の確保だけでなく、雨水浸透、生

物多様性保全、ヒートアイランド現象緩和など、緑が持つ多面的な機能を引き出すよう

な植栽計画や配置を促します。 

〇これにより、開発と緑化が調和した、より質の高い都市環境を創出します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課・開発建築課 

 

 

施策の柱 1-5 公共施設・民有地のみどりの育成 基本施策 （2） 民有地のみどりの整備促進 

個別施策 ② 緑化支援制度の運用 実施状況 継続 

方向性 
生け垣等設置奨励補助金などの緑化支援制度を適切に運用することで、民有地にお

ける緑化を促進し、都市全体の緑被率向上と良好な住環境の形成を図ります。 

内 容 

〇生け垣は、通風改善、美観向上、防火、耐震性といった多面的な効果を持つ緑化手法で

す。市民が生け垣を設置する際の費用の一部を補助することで、緑化へのインセンティ

ブを高めます。これにより、個々の住宅の緑化が繋がり、都市全体の緑のネットワーク形

成に貢献します。 

〇緑化支援制度の内容として、生け垣整備だけでなく、視認性が高くヒートアイランド現象

の緩和効果が期待できる高木の植栽や、雨水貯留浸透機能を有する雨庭の設置など、

みどりの多面的効果を発揮する緑化手法の検討を行います。 

〇市民と協働による花を活かしたまちづくりの一環として、多くの市民の目に触れられる

道路等に面した場所に草花の苗や種子、球根を植える花いっぱい運動を推進するため、

草花の苗や種子、球根の助成を進めます。 

実 績 ・生け垣等設置奨励補助金交付 １件（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民、企業 担当課 みどり公園課 
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施策の柱 1-5 公共施設・民有地のみどりの育成 基本施策 （2） 民有地のみどりの整備促進 

個別施策 ③ まちづくり制度を活用したみどりの確保 実施状況 継続 

方向性 
開発事業等における緑化指導において、まちづくり制度を積極的に活用することで、

民間開発と連携した緑地の確保を促進し、計画的な都市緑化を推進します。 

内 容 

〇みどり豊かな環境を創出していくため、地域住民等が作成した景観づくりのルールを市

が認定し、地区の景観づくりを進める市独自の制度「あさか景観づくり協定」や景観条例

による景観づくり団体の認定、都市計画法に基づく地区計画制度の活用を促進します。 

〇「朝霞市開発事業等に関する手続き及び基準に関する条例」など、既存のまちづくり制

度を活用し、大規模開発やマンション建設などにおいて、緑化基準の遵守を指導します。

これにより、開発行為に伴う緑地の減少を抑制し、むしろ緑地空間の創出を促すことで、

都市全体の緑化水準を向上させます。 

実 績 
・景観づくり協定締結件数 1 件（令和６年度末時点） 

・景観づくり団体認定数 22 団体（令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民、開発事業者 担当課 
みどり公園課・まちづくり推進課・

開発建築課 

 

  

3 
楽しむ指針 
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施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （1） みどりの担い手の育成 

個別施策 ① プレーパークの推進 実施状況 継続 

方向性 
プレーパークの推進を通じて、こどもの居場所づくりを促進し、子どもたちが自然の中

で自由に遊び、育つ機会を提供します。 

内 容 

〇プレーパークは、子どもたちが自らの責任で自由に遊ぶことを尊重する場所です。自然

素材や廃材などを活用し、創造性を育む遊びを奨励します。市は、プレーパークの運営

団体への支援や、活動場所の提供を通じて、子どもたちの健全な成長をサポートしま

す。これにより、地域の子育て支援と、自然体験の機会を創出します。 

〇朝霞の森にアクセスしづらい市内の各地域（公園等）に、遊び場を届ける移動式プレーパ

ーク「プレーパーク・キャラバン」を実施しています。 

実 績 ・NPO 法人あさかプレーパークの会に補助金交付（こどもの居場所づくり推進事業補助

金） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課・こども未来課 

 

施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （1） みどりの担い手の育成 

個別施策 ② みどりの講習会等の実施 実施状況 継続 

方向性 
樹木剪定や花植え等の講習会、専門家招へいによる勉強会を開催することで、市民の

緑化に関する知識や技術の向上を図り、みどりの担い手を育成します。 

内 容 

〇市民が自宅の庭や地域の緑地を手入れする際に役立つ実践的な知識や技術を提供しま

す。専門家による講習会は、より高度な知識や最新の情報を学ぶ市民向けの講習会とな

ります。 

〇これにより、市民一人ひとりが緑化活動に積極的に参加できるようになり、地域全体の

緑の質向上に貢献します。 

実 績 ・専門家の招へいによる会議を開催（第 12回シンボルロードの管理運営を考える会議 

令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 
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施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （1） みどりの担い手の育成 

個別施策 ③ 環境学習の実施 実施状況 継続 

方向性 

学校による環境教育やこどもエコクラブの活動等、環境学習を支援することで、子ど

もたちが環境問題への理解を深め、環境保全活動への意識を高める機会を提供しま

す。 

内 容 

〇学校での授業において地球温暖化、生物多様性、ごみ問題など、様々な環境テーマにつ

いて学びます。 

〇環境に関する講座等を開催するほか、環境美化ポスターの募集、こどもエコクラブ活動

への支援などを通じて、身近な環境教育・環境学習の機会の充実に努めます。 

実 績 

・朝霞第五小学校が令和５年度日本生態系協会主催全国学校・園庭ビオトープコンクール

「学校・園庭ビオトープ賞」受賞 
・地球温暖化講座 
・環境美化ポスター募集 応募件数２７２件（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 
教育指導課・環境推進課・ 

資源リサイクル課 

  

3 
楽しむ指針 

2 
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施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （1） みどりの担い手の育成 

個別施策 ④ 教育分野における農業体験の促進 実施状況 継続 

方向性 
学校教育において農業体験を促進することで、子どもたちが食や農業への理解を深め、自

然との触れ合いを通じて豊かな心を育む機会を提供します。 

内 容 

〇学校の授業や課外活動に農業体験を取り入れることで、子どもたちは作物が育つ過程

を学び、食のありがたみや命の大切さを実感します。 

〇また、土に触れ、自然の中で活動することで、五感を刺激し、豊かな感性を育みます。こ

れは、次世代の食育と環境教育の推進に繋がります。 

実 績 

・朝霞第二小学校 

・朝霞第三小学校（米作り） 

・朝霞第五小学校  

・朝霞第六小学校 

・朝霞第九小学校：サツマイモ（「学校ファーム」で、地元農家の方々やカインズ朝霞店と協

力し栽培したサツマイモの販売体験を、朝霞第九小学校の児童が実施。） 

・朝霞第十小学校：の学校ファーム（スイカ・トウモロコシ・ニンジン） 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 教育指導課 

 

 

施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （1） みどりの担い手の育成 

個別施策 ⑤ 食育の推進 実施状況 継続 

方向性 
食育を推進することで、市民が食に関する正しい知識と選択能力を身につけ、健全な食生

活を実践するとともに、都市農業の重要性への理解を深めます。 

内 容 

〇食育は、健康な心身を育む上で不可欠な取り組みです。 

〇学校給食で地場産食材を使用しています。 

〇地元の農産物を使った料理教室や、農業体験と連携した食育プログラムなどを通じて、

食の循環や都市農業の役割について学びます。 

〇これにより、市民の食への意識を高め、地産地消の推進にも繋がります。 

実 績 ・学校給食での地場産食材の使用 ５，０８２，６１２円（令和６年度） 

・「あさか野菜 deベジグルメ」の開催 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 健康づくり課・学校給食課・教育指導課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 
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施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （２） 担い手の連携の拡充 

個別施策 ① 担い手のマッチング 実施状況 新規取組検討 

方向性 
管理できない緑地と保全活動を行う市民組織とのマッチング、講師などの派遣を行う

ことで、緑地管理の効率化と市民活動の活性化を図ります。 

内 容 

〇緑地を所有しているが管理に苦慮する個人や団体と、緑地保全活動を行いたいボラン

ティア活動団体を繋ぐ仕組みを構築します。 

〇また、緑化イベントや環境学習の際に、専門知識を持つ講師やプレーリーダーを派遣す

ることで、活動の質を高め、市民活動を支援します。これにより、地域全体で緑を育む体

制を強化します。 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （２） 担い手の連携の拡充 

個別施策 ② ボランティア活動団体の交流の促進 実施状況 継続 

方向性 

生物多様性市民懇談会の開催や、緑地保全に関わる勉強会の開催などを通じて、ボラ

ンティア活動団体間の交流を促進し、情報共有と連携強化を図ることで、活動の質の

向上と持続性を高めます。 

内 容 

〇市内で活動する様々な緑化・環境保全団体が、互いの活動内容や課題を共有し、連携を

深める場を提供します。 

〇これにより、活動の重複を避け、より効果的な取り組みが可能となります。また、共通の

課題に対する解決策を共に考えることで、団体全体のスキルアップとモチベーション維

持に繋がります。 

実 績 ・生物多様性市民懇談会を開催（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 

3 
楽しむ指針 

2 



29 

 

 

施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （２） 担い手の連携の拡充 

個別施策 ③ 民間企業等の参画の促進 実施状況 新規取組検討 

方向性 
ベンチの設置や、保全活動などへの参加協力者を募ることで、民間企業等の緑化活動

への参画を促進し、多様な主体との協働による緑のまちづくりを推進します。 

内 容 

〇企業の CSR 活動の一環として、公園へのベンチ設置や植栽活動などへの参加を促しま

す。また、カーボンオフセットによる緑地保全への貢献やネーミングライツによる公園施

設維持管理への協力など、多様な手法で企業による緑地保全や公園管理への参画促進

を検討します。 

〇専門知識や技術を持つ企業には、緑地管理や環境教育プログラムへの協力も求めます。

これにより、市の財政負担を軽減しつつ、より質の高い緑化活動を展開することが可能

となります。企業、行政が連携し、持続可能なまちづくりを目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政、企業 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 2-1 みどりの担い手の育成と連携 基本施策 （２） 担い手の連携の拡充 

個別施策 ④ 農の担い手の育成 実施状況 継続 

方向性 
出荷組合や農業後継者組織の強化・充実を積極的に支援し、農業担い手の育成を図り

ます。 

内 容 

〇朝霞市では、都市化が進む中でも持続可能な農業を推進するため、多様な担い手の育

成・確保を進めています。 

〇市民との距離が近い「庭先販売」や、主要な販売拠点である直売所の販売力を高めるた

め、「農産物直売団体」の強化・充実を支援しています。また、「出荷組合」の活動を支える

ことで、生産者の経営安定化を促進しています。 

〇将来の農業を担う中核として朝霞市農業青年クラブ等の農業後継者組織の活動を支援

し、組織の強化を通じて次世代への技術継承と安定した後継者の確保を目指していま

す。これらの多角的な取り組みにより、地域農業の振興を図っています。 

実 績 

・農産物直売組合補助金交付 69,000 円（令和６年度） 

・地産地消推進事業費補助金 ２件 14,000 円（令和６年度） 

・農産物共選共販事業費補助金 ３組合 120,000 円（令和６年度） 

・認定農業者数 ２６人（令和６年度時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 産業振興課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 

2 1-6) 
農業活動 
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施策の柱 2-2 みどりをしなやかに使う仕組みづくり 基本施策 （1）公園等を生かしたまちづくり 

個別施策 ① 公園サポーターの推進【再掲】 実施状況 継続 

方向性 
公園サポーターや道路美化活動団体への支援を充実することで、市民が主体となった

公園や道路の維持管理を促進し、地域に愛される緑地空間を創出します。 

内 容 

〇公園サポーター制度は、市民が日常的に公園の清掃や花壇の手入れ、見守り活動などを

行うことで、公園の美化と安全確保に貢献するものです。 

〇市は、サポーターへの資材提供や情報共有、活動の広報支援などを強化し、市民の自発的

な活動を後押しします。これにより、公園が地域コミュニティの拠点として、より一層活用

されることを目指します。 

実 績 ・１７団体へ苗木や作業に必要な道具を提供（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課・道路整備課 

 

 

施策の柱 2-2 みどりをしなやかに使う仕組みづくり 基本施策 （1）公園等を生かしたまちづくり 

個別施策 ② 市民や活動団体による朝霞の森の管理運営 実施状況 継続 

方向性 

旧基地跡地の暫定利用区域である朝霞の森において、市民が主体となった管理運営を

継続することで、市民のニーズに応じた緑地空間の活用と、地域コミュニティの活性化

を図ります。 

内 容 

〇平成 24 年に開設した基地跡地暫定利用広場「朝霞の森」は、「使いながらつくる、つくり

ながら考える」広場として、市民参加によって利用ルールをつくり、市民中心の管理運営

に取り組んでおり、今後も取組を継続します。 

〇朝霞の森は、市民が自由に利用できる広大な緑地空間であり、多様な活動の場となって

います。市民団体との協働により、イベントの企画・実施、施設の維持管理、植栽活動など

を行います。 

実 績 ・朝霞の森運営会議の開催 計２３回（令和６年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-8) 

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 1-8) 
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施策の柱 2-2 みどりをしなやかに使う仕組みづくり 基本施策 （2） 多様なニーズに対応するみどりの確保 

個別施策 ① 市民農園の推進 実施状況 継続 

方向性 
市民農園の整備と利用を推進することで、市民が気軽に農業体験できる場を提供し、

食育の推進、健康増進、地域コミュニティの活性化を図ります。 

内 容 

〇市民農園は、市民が手軽に野菜や花を栽培できる場であり、土に触れる機会を提供しま

す。農園での交流を通じて、地域住民同士のつながりを深め、コミュニティ形成にも寄与

します。 

実 績 

・青葉台農園 42 区画×30 ㎡ 

・浜崎第 2 農園 70 区画×15 ㎡ 

・浜崎農園 211 区画×15 ㎡ 

・本町農園 54 区画×15 ㎡ 

・根岸台農園 30 区画×15 ㎡ 

（令和 6 年度末時点） 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者、市民 担当課 産業振興課 

 

 

施策の柱 2-2 みどりをしなやかに使う仕組みづくり 基本施策 （2） 多様なニーズに対応するみどりの確保 

個別施策 ② 市民緑地制度等の活用【再掲】 実施状況 新規取組検討 

方向性 

都市緑地法に基づく市民緑地制度等を活用し、民間所有の緑地を市民が利用できる

緑地として確保することで、身近な緑の空間を増やし、地域コミュニティの活性化を図

ります。 

内 容 

〇都市緑地法に定められた市民緑地制度は、土地所有者と市が協定を結び、民間所有の

緑地を市民に公開・提供する制度です。これにより、開発が進む都市部においても、既存

の緑地を保全しつつ、市民が利用できる緑の空間を確保することが可能となります。地

域住民の憩いの場や交流の場としての活用を促進します。 

対応指針 

 

関係者 行政、地権者、市民 担当課 みどり公園課 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

2 
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温暖化防止 

1-2) 1-1) 



32 

 

 

施策の柱 2-2 みどりをしなやかに使う仕組みづくり 基本施策 （2） 多様なニーズに対応するみどりの確保 

個別施策 ③ 公園ごとの利用ルールづくり 実施状況 継続 

方向性 
公園ごとの利用ルールを柔軟に設定することで、公園の多角的活用を促進し、地域資

源の有効利用と市民の利便性向上を図ります。 

内 容 

〇人口構成の変化やライフスタイルの多様化等を背景に、地域が公園に求める機能や施設

も多様化しています。地域のニーズに合った利用しやすい公園、楽しい公園をふやして

いくため、地域住民と公園の利用の仕方やルールを考え、それに基づいた公園の整備、

改修を進めます。 

〇住民が親近感を持てる公園をふやしていくため、新設する公園の計画・設計段階から住

民説明会等を活用することにより、市民の意向を生かした公園づくりを進めます。 

〇公園の利用ルールは、安全確保と秩序維持のために重要ですが、過度に厳格なルールは

公園の活用を妨げる可能性があります。 

〇地域住民の意見も踏まえ、公園の特性に応じた柔軟なルールを設定することで、落ち葉

の堆肥化や剪定枝の薪利用など、地域資源の循環を促します。 

実 績 ・まぼりひがし公園、みやど公園の利用ルールなどを考えるワークショップを開催 各

公園２回（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 1-8) 
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施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （1） みどりのモニタリングの実施 

個別施策 ① グリーンインフラの実態調査の実施 実施状況 継続 

方向性 
計画改定時などの定期的なみどりの現況調査及びグリーンインフラの評価を実施する

ことで、都市の緑の現状と課題を把握し、効果的な施策立案に繋げます。 

内 容 

〇本市のみどりの現況と推移を把握するために実施している緑被率経年変化調査は、み

どりの保全と創出に向けた取組を検討する際の基礎的情報として重要な調査です。 

〇現状の緑被データの取得はマルチスペクトルカメラから得られた画像処理による NDVI

（正規化植生指数）に基づきますが、より精度の高い手法として DTM（Digital 

Terrain Model）と DSM（Digital Surface Model）の差分から得られる DHM

（Digital Height Model）を用いた緑被抽出を今後検討します。 

〇グリーンインフラは、都市の環境、社会、経済に多面的な便益をもたらします。緑被率、樹

林地の健全性、水辺環境の質、生物多様性の状況などを定期的に調査し、その結果を評

価することで、緑化施策の効果を客観的に検証します。 

〇今後も概ね 5 年ごとにグリーンインフラの評価を実施していきます。また、調査結果を

朝霞市ホームページ等で市民に公表することで、グリーンインフラに対する意識を一層

高めていきます。 

実 績 ・5 年毎に緑被率経年変化調査を実施（平成１５年～令和５年） 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （1） みどりのモニタリングの実施 

個別施策 
② 市民協働の生き物調査による生物データ

ベースの整備 
実施状況 継続 

方向性 

市民協働の生き物調査を推進し、生き物発見場所の位置情報を記録できる生物デー

タベースを整備することで、生物多様性の現状を把握し、環境教育やまちづくりへの活

用を検討します。 

内 容 

〇市民が参加する生き物調査は、広範囲のデータを効率的に収集できるだけでなく、市民

の環境意識を高める効果もあります。収集されたデータは、生物データベースとして蓄

積し、貴重種の生息状況把握や、環境教育プログラムの開発、緑地計画の策定などに活

用します。貴重種等の情報は公開に配慮します。 

〇効率的な生き物調査の実施や生物データベースの整備において、生物種同定機能と位

置情報等の記録ができる専用アプリの導入について今後検討します。 

実 績 ・朝霞市生き物マップの改訂（令和６年２月） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

  

2 

2 
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施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （1） みどりのモニタリングの実施 

個別施策 ③ みどりの市民アンケート調査の実施 実施状況 継続 

方向性 

計画改定時など定期的にみどりの市民アンケート調査を実施することで、市民のみど

りに対する意識やニーズを把握し、施策に反映させることで、市民満足度の高いみど

りのまちづくりを推進します。 

内 容 

〇市民アンケートは、緑化施策に対する市民の評価や、今後期待するみどりの取り組み、利

用したい公園の種類、公園の利用頻度など、多様な意見を直接収集する貴重な機会で

す。これにより、市民の視点に立った施策の改善や、新たなニーズへの対応が可能とな

ります。 

〇また、みどりの満足度や公園利用頻度などの設問は、計画進行管理上の目標指標となる

設問であるため、定期的な調査により実態を把握します。 

〇アンケート結果は、計画の改定や具体的な事業の検討に活用します。 

実 績 ・みどりの市民アンケートの実施（令和 6 年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （2） みどりの普及啓発の推進 

個別施策 ① グリーンインフラの多面的効用の評価と公表 実施状況 新規取組検討 

方向性 

WEB による朝霞市のグリーンインフラの役割紹介など、グリーンインフラの多面的効

用を評価し公表することで、市民や事業者への理解を深め、緑化活動への意識と参加

を促進します。 

内 容 

〇緑地は、単なる景観要素ではなく、防災、気候変動対策、生物多様性保全、健康増進な

ど、多岐にわたる機能を持っています。これらのグリーンインフラがもたらす便益を具体

的に評価し、分かりやすく情報発信することで、市民や事業者がみどりの重要性を再認

識し、緑化活動への積極的な参加を促します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

  

2 

2 
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施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （2） みどりの普及啓発の推進 

個別施策 
② グリーンインフラの多面的効用に資する

緑化指導【再掲】 
実施状況 新規取組検討 

方向性 

開発事業等における緑化指導において、グリーンインフラの多面的効用（防災、環境、

景観など）を考慮した緑化を促進することで、都市のレジリエンス向上と持続可能なま

ちづくりに貢献します 

内 容 

〇グリーンインフラとは、自然が持つ多様な機能を社会の課題解決に活用する考え方で

す。開発事業における緑化指導では、単なる緑化面積の確保だけでなく、雨水浸透、生

物多様性保全、ヒートアイランド現象緩和など、緑が持つ多面的な機能を引き出すよう

な植栽計画や配置を促します。 

〇これにより、開発と緑化が調和した、より質の高い都市環境を創出します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課・開発建築課 

 

 

施策の柱 2-3 みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みづくり 基本施策 （2） みどりの普及啓発の推進 

個別施策 ③ 地域社会に貢献するみどりづくりの促進 実施状況 新規取組検討 

方向性 
環境貢献や生物多様性保全につながる認証・顕彰制度の促進を通じて、民間事業者や

市民による緑化活動を奨励し、地域社会全体で緑を育む文化を醸成します 

内 容 

〇企業や個人が、環境に配慮した緑化活動や生物多様性保全に貢献する取り組みを行っ

た場合に、市がこれを認証したり、顕彰したりする制度を検討します。 

〇これにより、緑化活動へのモチベーションを高め、社会全体でみどりを大切にする意識

を育みます。企業の CSR 活動や、個人の環境意識向上に繋がることを期待します。 

対応指針 

 

関係者 行政、企業、市民 担当課 みどり公園課 

 

  

2 

3 
楽しむ指針 

2 
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施策の柱 2-4 みどりの支援体制の強化 基本施策 （1） 財源の確保と活用 

個別施策 ① 補助金等の活用 実施状況 継続 

方向性 
社会資本整備総合交付金などの補助金等を積極的に活用することで、緑化事業の財

源を確保し、計画的な緑地整備・管理を推進します。 

内 容 

〇都市緑化事業の推進には、安定的な財源の確保が不可欠です。国や県が提供する補助

金制度を最大限に活用することで、市の財政負担を軽減しつつ、大規模な公園整備や緑

地保全事業などを実施します。これにより、緑化施策の着実な推進を図ります。 

実 績 ・防災・安全交付金を活用  ７７，２７７，０００円交付を受ける（令和６年度） 

目 標 

 

関係者 行政 担当課 財政課・みどり公園課 

 

施策の柱 2-4 みどりの支援体制の強化 基本施策 （1） 財源の確保と活用 

個別施策 ② みどりのまちづくり基金等の運用 実施状況 継続 

方向性 

みどりのまちづくり基金やふるさと納税等の運用を継続・強化することで、市民や事

業者からの寄付を募り、緑化活動の財源を多様化し、市民参加型の緑のまちづくりを

推進します。 

内 容 

〇みどりのまちづくり基金は、市民や事業者からの寄付を原資として、緑化活動や環境保

全活動を支援するものです。ふるさと納税の活用も検討し、より多くの資金を緑化事業

に充てることで、市民の緑化活動への参加を促し、地域全体で緑を育む意識を高めま

す。 

〇売上の一部がみどりのまちづくり基金へ寄附される自動販売機の設置を進めるなど、

様々な手法で寄付を募り緑化財源の確保に努めます。 

実 績 ・自動販売機売上金からみどりのまちづくり基金への寄附 １，６０５，０５４円（令和６

年度） 

目 標 

 

関係者 行政、市民、企業 担当課 財政課・みどり公園課 

 

施策の柱 2-4 みどりの支援体制の強化 基本施策 （1） 財源の確保と活用 

個別施策 ③ 民間資金の活用 実施状況 新規取組検討 

方向性 
Park-PFI 等の民間資金活用手法を導入することで、公園整備や管理における財源

を多様化し、効率的かつ質の高い緑地空間の創出を図ります。 

内 容 

〇Park-PFI（公募設置管理制度）は、民間事業者の資金やノウハウを活用して公園の整

備・管理を行う制度です。これにより、市の財政負担を軽減しつつ、民間ならではの創意

工夫を活かした魅力的な公園づくりが可能となります。カフェや売店などの収益施設を

導入することで、公園の賑わいを創出し、自立的な運営を目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政、企業 担当課 まちづくり推進課・みどり公園課 
  

2 

2 

2 1-10) 
避難地 

1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 
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施策の柱 2-4 みどりの支援体制の強化 基本施策 （2） みどり・公園 DX の推進 

個別施策 ① みどり・公園 DX の推進【再掲】 実施状況 新規取組検討 

方向性 

公園台帳のデジタル化検討や、公園案内・イベント情報周知等に DX（デジタルトランス

フォーメーション）を活用することで、公園管理の効率化と市民への情報提供の充実を

図ります。 

内 容 

〇デジタル技術を活用することで、公園施設の管理状況を一元的に把握し、効率的な修繕

計画や維持管理が可能となります。 

〇また、公園の利用状況やイベント情報をリアルタイムで市民に提供することで、公園の利

便性を向上させ、利用促進に繋げます。 

〇これにより、スマートな公園管理と市民サービスの向上を目指します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 2-4 みどりの支援体制の強化 基本施策 （2） みどり・公園 DX の推進 

個別施策 ② WEB を活用したグリーンインフラの普及啓発 実施状況 新規取組検討 

方向性 

WEB による朝霞市のグリーンインフラの役割紹介など、デジタル媒体を活用してグリ

ーンインフラの多面的効用を普及啓発することで、市民や事業者への理解を深め、緑

化活動への意識と参加を促進します。 

内 容 

〇ウェブサイトや SNS などのデジタル媒体を活用し、朝霞市におけるグリーンインフラの

具体的な事例や、それがもたらす環境・社会・経済的な便益について分かりやすく情報発

信します。これにより、幅広い層の市民や事業者にみどりの重要性を認識してもらい、緑

化活動への関心を高め、参加を促します。 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

  

2 1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 

3 
楽しむ指針 

2 
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施策の柱 3-1 みどりのシティプロモーションの展開 基本施策 （1） みどりに触れ楽しめるイベントの開催 

個別施策 ① みどり空間を活用したイベントの開催 実施状況 継続 

方向性 

彩夏祭、朝霞の森秋まつり、アサカストリートテラス、黒目川花まつり等、みどり空間を

活用したイベントを継続的に開催することで、市民が緑に親しみ、交流する機会を創出

し、地域の魅力を高めます。 

内 容 

〇公園や河川敷などの緑地空間を舞台に、季節ごとのイベントや地域のお祭りなどを開催

します。これにより、市民が自然の中でレクリエーションを楽しみ、地域コミュニティの絆

を深めることができます。 

〇市民が花やみどりに親しめる機会やふれあえる場を提供していくため、浜崎黒目花広場

におけるボランティア活動団体と保育園児との種まき会等、みどりに関わるイベントや

交流の場の充実を促進します。 

〇市が開催する他のイベントにおいて、みどりのまちづくり基金の募金や緑化推進の PR

を行っていきます。 

〇また、市外からの来訪者にも朝霞の緑の魅力を発信し、シティプロモーションに繋げま

す。 

 

実 績 
・都市建設部公式インスタグラムの運用 

・アサカストリートテラスの開催 計 4 回（令和６年度末時点） 
・フードトラックの出店 （令和 5 年～） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民、企業 担当課 
地域づくり支援課・みどり公園課・ 

まちづくり推進課・産業振興課 

 

 

施策の柱 3-1 みどりのシティプロモーションの展開 基本施策 （1） みどりに触れ楽しめるイベントの開催 

個別施策 ② 里山環境の活用 実施状況 継続 

方向性 
里山観察会や田んぼの耕作など、里山環境を活用した体験活動を拡充することで、市民が

里山の自然に触れ、その価値を理解し、保全活動への関心を高める機会を提供します。 

内 容 

〇ボランティア団体の協力を得て、良好な里山環境を維持管理します。 

〇里山環境を維持している特別緑地保全地区は、雑木林が広がり、豊富な湧水や貴重な生

態系が確認され、良好な郷土景観もあります。里山保全活動を推進することにより、里

山フェスタ、里山観察会、田んぼの耕作などのイベントを実施し、みどりと触れ合う場を

提供します。 

実 績 
・里山フェスタ（タケノコ堀り、清掃活動）／２０１４年～2016 年、郷戸特別緑地保全地区 

・春の里山観察会、紅葉を見る会、湧水の見学会 

※いずれもボランティア団体主催 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 
  

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

1-5) 
郷土の風景 

1-4) 
生物多様性 
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施策の柱 3-1 みどりのシティプロモーションの展開 基本施策 （1） みどりに触れ楽しめるイベントの開催 

個別施策 ③ 農を通じた交流の場づくり 実施状況 継続 

方向性 
農業祭などのイベントを通じて、農を通じた市民交流の場を創出することで、都市農業

への理解を深め、地域活性化と食育の推進を図ります。 

内 容 

〇地元農産物の紹介や農産物の販売を通じて、市民が生産者と直接交流できる農業祭を

開催します。 

〇農業体験事業（季節ごとの収穫体験）を推進し、都市農業の魅力を発信し、地産地消を促

進します。 

実 績 ・農業祭 来場者数 約７，０００人（令和６年度） 

・農業体験事業 参加者数９７２人（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、JA、農業従事者、市民 担当課 産業振興課 

 

施策の柱 3-1 みどりのシティプロモーションの展開 基本施策 （2） 情報発信の強化と充実みどりを楽しむ 

個別施策 ① みどりの情報発信 実施状況 継続 

方向性 
みどりの空間を活用したイベントの PR など、みどりに関する情報発信を強化するこ

とで、市民のみどりへの関心を高め、緑化活動への参加を促進します。 

内 容 

〇市のウェブサイト、広報誌、SNSなどを活用し、公園の開花情報、イベント情報、緑化に関

する制度や補助金、ボランティア活動の募集など、多様な情報を発信します。視覚的に魅

力的なコンテンツや、市民の体験談などを取り入れることで、より多くの市民にみどりの

魅力を伝えます。 

〇また、みどりに対する理解を深め、樹木を大切にする市民意識を醸成していくために、

樹木の多い公園や人が集まる公園の樹木や保護樹木に樹名板を設置していきます。 

実 績 ・都市建設部公式インスタグラムなどによる情報発信 

対応指針 

 

関係者 行政 担当課 みどり公園課 

 

施策の柱 3-1 みどりのシティプロモーションの展開 基本施策 （2） 情報発信の強化と充実みどりを楽しむ 

個別施策 ② 市民イベント情報の集約と発信 実施状況 新規取組検討 

方向性 
市民団体等が主催するイベントの情報を集約し、PR 支援を行うことで、市民活動の活

性化と、みどりに関するイベントへの市民参加を促進します。 

内 容 

〇市内で開催されるみどりに関する様々なイベント（例：里山観察会、花植え体験、清掃活

動など）の情報を一元的に集約し、市の広報媒体を通じて広く市民に周知します。 

〇これにより、市民は自分に合った活動を見つけやすくなり、イベントの参加者増加に繋が

ります。市は、市民活動の支援を通じて、地域全体の緑化意識を高めます。 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 
  

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 
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施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （1） みどりを楽しむ 

個別施策 ① 家庭での緑化や菜園づくり 実施状況 新規取組検討 

方向性 
家庭での緑化や菜園づくりを促進することで、市民が身近な場所で緑に触れ、育てる

喜びを感じる機会を提供し、みどり豊かな住環境の形成を推進します。 

内 容 

〇ベランダでのプランター栽培、庭での花壇づくり、家庭菜園など、それぞれのライフスタ

イルに合わせた緑化を奨励します。 

〇緑化に関する情報提供や、初心者向けの講習会などを開催することで、市民が気軽に緑

化に取り組めるよう支援します。 

〇これにより、個々の家庭の緑化が繋がり、都市全体の緑被率向上に貢献します。 

対応指針 

 

関係者 市民、行政 担当課 みどり公園課 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （1） みどりを楽しむ 

個別施策 ② 農産物直売施設等の利用 実施状況 継続 

方向性 
浜崎農業交流センターや市役所での直売などで、朝霞市内で生産された新鮮な農産

物の供給を促進します。 

内 容 

〇朝霞市では、浜崎農業交流センターの農産物直売所や、市役所で開催される「あさか

新鮮野菜市」などを通じて、地場産野菜、花などの販売を促進しています。 

〇直売拠点は、生産者と消費者が直接交流できる場を提供し、消費者は生産状況を確認

できることで安心感を得られます。また、流通経費の削減により生産者の収益性向上に

も繋がり、地域経済の活性化に寄与します。 

実 績 
・浜崎農業交流センターで野菜等の直売を実施 １５４日（令和６年度） 
・あさか新鮮野菜市 in 市役所の開催 １３回（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、農業従事者 担当課 産業振興課 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （1） みどりを楽しむ 

個別施策 ③ 地産地消の実践 実施状況 継続 

方向性 
地場産野菜等の購入を促進することで、地産地消を実践し、都市農業の活性化と食の

安全・安心への意識向上を図ります。 

内 容 

〇地元の農産物を消費することは、新鮮で安全な食材を手に入れるだけでなく、地域の農

業を支援し、食料自給率の向上にも貢献します。 

〇市内の直売所の情報を積極的に発信し、市民の利用を促します。 

実 績 ・ホームページで市内の庭先直売所を周知 

対応指針 

 

関係者 市民、農業従事者、行政 担当課 産業振興課 
  

3 
楽しむ指針 

2 1-4) 
生物多様性 

1-2) 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 

3 
楽しむ指針 

2 1-6) 
農業活動 
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施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （1） みどりを楽しむ 

個別施策 ④ みどりを生かした健康づくり 実施状況 継続 

方向性 
グリーントレイルマップの作成や、公園等における健康遊具の設置を通じて、みどりを

生かした健康増進を推進することで、市民の健康的なライフスタイルを支援します。 

内 容 

〇みどり豊かな環境は、ストレス軽減やリフレッシュ効果があり、心身の健康に良い影響を

与えます。市民が日常的に公園や遊歩道を利用して散歩や軽い運動ができるよう、安全

で快適な空間を整備します。 

〇公園でのラジオ体操や健康体操教室などの開催を促進し、市民が気軽に健康づくりに取

り組める機会を提供します。 

〇みどり豊かな空間は、ウォーキングやジョギング、体操など、様々な身体活動に適してい

ます。市内の緑地や公園を結ぶグリーントレイルマップを作成、活用し、市民が気軽に散

策できるコースを提案します。 

〇公園には健康遊具を設置し、高齢者を中心に気軽に運動できる機会を提供します。 

実 績 ・グリーントレイルマップの作成（令和５年度） 
・健康遊具の設置（令和６年度） 

対応指針 

 

関係者 行政、市民 担当課 みどり公園課 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （1） みどりを楽しむ 

個別施策 ⑤ みどりのイベントへの参加 実施状況 継続 

方向性 
公園等で行われるイベントへの参加を促進することで、市民が緑に触れ、学び、交流す

る機会を増やし、緑への愛着と環境意識を育みます。 

内 容 

〇里山フェスタ、花まつり、自然観察会など、みどりに関する様々なイベントへの市民参加

を促します。 

〇これらのイベントを通じて、市民はみどりの多様な魅力を体験し、環境問題への理解を

深めることができます。 

〇また、イベントでの交流は、地域コミュニティの活性化にも貢献します。 

対応指針 

 

関係者 市民、行政 担当課 みどり公園課 

 

  

3 
楽しむ指針 

2 1-7) 
健康づくり 

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 1-8) 1-7) 
健康づくり 
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施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （2） みどりのボランティア活動への参加 

個別施策 ① みどりのボランティア活動への参加 実施状況 継続 

方向性 

公園サポーター、里山ボランティア、道路美化活動など、みどりのボランティア活動へ

の参加を促進することで、市民が主体となった緑地管理を推進し、地域への愛着と貢

献意識を育みます。 

内 容 

〇市民が自らの手で地域のみどりを守り育てる活動は、緑地の質を向上させるだけでな

く、地域コミュニティの絆を深めます。市は、ボランティア活動の情報を積極的に発信し、

参加者を募集します。 

対応指針 

 

関係者 市民、行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （2） みどりのボランティア活動への参加 

個別施策 ② みどりのリサイクルへの参加 実施状況 継続 

方向性 
みどりのリサイクル活動への市民参加を促進することで、資源の有効活用と環境負荷

の低減を図り、循環型社会の形成に貢献します。 

内 容 

〇公園や街路樹から出る落葉は、堆肥の原料として再利用できます。市民が落ち葉集め活

動に参加することで、資源の有効活用を体験し、環境意識を高めます。また、堆肥化され

た落葉は、公園や家庭菜園で再利用され、みどりを育む循環を形成します。 

対応指針 

 

関係者 市民、行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （2） みどりのボランティア活動への参加 

個別施策 ③ みどりに係る講習会への参加 実施状況 継続 

方向性 
みどりに係る講習会への市民参加を充実することで、緑化に関する知識や技術の向上

を図り、市民一人ひとりがみどりの担い手として活躍できる環境を整備します。 

内 容 

〇樹木剪定、花植え、病害虫対策、土壌改良など、緑化に関する様々なテーマで講習会を

開催します。 

〇初心者から経験者まで、幅広い市民が参加できるよう、内容やレベルを多様化します。 

〇これにより、市民が自らの手で緑を育てる喜びを感じ、地域全体の緑化水準の向上に貢

献します。 

対応指針 

 

関係者 市民、行政 担当課 みどり公園課・環境推進課 

  

3 
楽しむ指針 

2 

3 
楽しむ指針 

2 

3 
楽しむ指針 

2 
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施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （3） みどり空間の公開 

個別施策 ① 民間のみどりの公開 実施状況 新規取組検討 

方向性 

大学や神社仏閣などで開催される敷地公開型イベントを促進することで、民間が所有

する緑地空間を市民に開放し、緑に触れる機会を増やし、地域全体の緑の魅力を高め

ます。 

内 容 

〇大学や寺院など、民間が所有する広大な緑地は、一般には公開されていないことが多い

です。これらの施設と連携し、協力を得て、期間限定での公開イベントや、庭園見学ツア

ーなどを企画・実施します。 

〇これにより、市民は普段立ち入ることのできない貴重な緑地空間を体験し、新たな発見

や交流の機会を得ることができます。 

対応指針 

 

関係者 企業等、行政 担当課 みどり公園課 

 

 

施策の柱 3-2 みどりのある暮らしの実践 基本施策 （3） みどり空間の公開 

個別施策 ② SNS を活用したみどりの交流 実施状況 新規取組検討 

方向性 
SNS を用いた朝霞のみどりの魅力発信を推進することで、市民間のみどりに関する

情報共有や交流を促進し、みどりへの関心を高め、緑化活動への参加を促します。 

内 容 

〇Instagram や X（旧 Twitter）などの SNS を活用し、市内の美しいみどりの風景、季

節の花々、公園のイベント情報などを写真や動画で発信します。 

〇市民が撮影したみどりの写真を投稿するキャンペーンなどを実施することで、市民参加

型の情報発信を促し、みどりに関するコミュニティ形成を支援します。 

〇これにより、みどりの魅力を広く共有し、緑化活動の裾野を広げます。 

対応指針 

 

関係者 行政、市民、企業 担当課 みどり公園課 

 

3 
楽しむ指針 

2 1-9) 

3 
楽しむ指針 

2 


